
様式１

１．審査方法

　　　・ただし、全委員の評価点の平均が60点未満である場合は、最優秀提案者として選定しない。

　　　・順位点の合計が同点の場合は、全委員の評価点の合計が高い事業者を上位とする。

　　　・順位点の合計及び全委員の評価点の合計が同点の場合は、全委員の協議により決定する。

２．評価基準

評価のポイント 配点 評価点

①市内環境学習施
設の現状、課題分
析

20点

大変優れている　２０点
優れている　　　１６点
普通である　　　１２点
やや劣っている　　８点
劣っている　　　　４点

②先進的な環境学
習施設の分析

20点

大変優れている　２０点
優れている　　　１６点
普通である　　　１２点
やや劣っている　　８点
劣っている　　　　４点

③各施設の展示方
法や施設間連携の
検討

20点

大変優れている　２０点
優れている　　　１６点
普通である　　　１２点
やや劣っている　　８点
劣っている　　　　４点

④北九州市の特色
ある企業のサステ
ナブルな取組につ
いて調査

10点

大変優れている　１０点
優れている　　　　８点
普通である　　　　６点
やや劣っている　　４点
劣っている　　　　２点

・業務の内容について十分理解し、業務を着実に遂行する
　適切な能力・経験、専門知識がある人員が十分確保され
　ているか
・日々の打合せや緊急事態発生時に、適切に対応できる
　体制づくりができているか

10点

大変優れている　１０点
優れている　　　　８点
普通である　　　　６点
やや劣っている　　４点
劣っている　　　　２点

・企業や自治体の施設で同様の業務を実施した実績がある
　か
・本業務を遂行するノウハウ、専門知識、技術力を有して
　いるか

10点

大変優れている　１０点
優れている　　　　８点
普通である　　　　６点
やや劣っている　　４点
劣っている　　　　２点

・提案に対しての見積内容が妥当であるか 10点

大変優れている　１０点
優れている　　　　８点
普通である　　　　６点
やや劣っている　　４点
劣っている　　　　２点

100点

（２）委員ごとに、評価点の合計が高い事業者順に1位、2位…と順位をつける。同点の場合は上位の順位で同順位とする。

（３）（２）の順位結果を順位点に換算（1位＝5点、2位＝4点、3位＝3点、4位＝2点、5位＝1点、6位以下は0点）し、
　　　全委員の順位点の合計が最も高い1者を最優秀提案者として選定する。

評価項目

（４）価格

合計（１００点満点）

（２）業務実施体制

（１）
業務内

容・手法
等

（４）業務実績

・本市の環境学習施設の特徴、環境施策等を十分に理解
　しているか。
・業務目的を的確に把握した提案となっているか。
・適切かつ効果的な調査内容・手法が示されているか。
・環境分野の専門的・技術的知見や国内の動向など、
　最新の情報に基づいた提案となっているか。
・提案者のネットワークやノウハウを生かした手法や
　取組が含まれており、かつ効果が期待できるか。

（１）各委員は、提案書及び見積書の内容について、下記の基準に基づき事業者ごとに５段階による評価を行う。
　　　評価点の満点は100点とする。

北九州市環境学習施設の現状と課題に関する調査等業務委託
評価項目・評価基準及び配点


